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障害者権利条約の批准に向けて地域より発信
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■開会挨拶■ 小 川 榮 一（JDF  代表・社会福祉法人日本身体障害者団体連合会会長）

本日は、JDF 地域フォーラム in 北海道にお集まりいただき、ありがとうございます。 

関東ではすでに桜が花開き、春本番となっていますが、まだ寒さ厳しい札幌の地に、こうして大勢の方々と共に

集うことができ、うれしく思っております。 

日本障害フォーラム（ＪＤＦ）は、2004 年の 10 月に設立しましたが、以来、国連・障害者権利条約の推進に一

貫して取り組んでまいりました。権利条約という共通の目標に向かって共に活動することで、ＪＤＦを構成する各

団体は、相互の連携を深めてきたところです。 

みなさんご承知のとおり、権利条約は 2006 年の 12 月に採択されましたが、私たちは、次の目標を、権利条

約の批准に向けた活動に切り替え、これまでに引き続いて、政府との意見交換、権利条約推進議員連盟との

連携、イエローリボンによる啓発活動などに、積極的に取り組んでおります。 

それらの活動の基軸となるのが、全国各地における「地域フォーラム」の開催です。権利条約の批准に向け

て、国の法制度を見直し、「すべての人の社会」を実現するためには、各地の仲間たちとの連携を深め、全国

民的な運動を盛り上げていくことが必要です。また、権利条約の理念を、遠い国連の問題としてではなく、身近

な地域において実現していくためには、それぞれの地域での連携と活動を深めていくことも大切です。 

このために、去る2 月 16 日には、第１回目の地域フォーラムとして、「地域フォーラム in 東海」を開催し、地元

の実行委員会のご努力により、成功裏に終了したところでございます。 

ここ北海道においても、短い準備期間であったにも関わらず、さまざまな団体が集う実行委員会が組織され、

熱心なご活動の末、本日のフォーラムを、共に開催することができました。そのご尽力に対し、心より敬意を表

する次第です。 

本日のフォーラムが、参加された一人一人にとって実り多いものとなることを、願っております。 

最後に、このフォーラムにご後援いただいた、外務省、国連障害者の権利条約推進議員連盟、ならびに、北



海道、札幌市に対し、この場を借りまして、厚くお礼を申しあげます。 

また、本日のフォーラム開催にあたりましては、キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、ヤマト福祉財団よ

り、ご支援を賜りました。ここに、心より感謝の言葉を申しあげ、簡単ではございますが、開会の挨拶といたしま

す。 

■開会挨拶■ 神 田 直 也（JDF  地域フォーラム in  北海道実行委員会実行委員長） 

「ＪＤＦ地域フォーラム・イン北海道」の開会にあたり、地元主催者を代表して、ご挨拶を申し上げます。 

本日は、年度末の大変お忙しい中、札幌へお越しくださいましたＪＤＦ関係者の皆様に、感謝と歓迎を申し上

げますとともに、ご参加くださいました皆様に対しまして、厚くお礼申し上げます。 

本日のフォーラムは、２００２年１０月に、ここ札幌で開催した「第６回ＤＰＩ世界会議」をはじめ、一連の国際会

議の成功を支えた障害者団体が結集し設立した、日本障害フォーラムが主催する地域フォーラムです。 

お陰様で、今でも札幌大会でお世話になった方々にお会いしますと、「良い大会だったね」と、言葉をかけて

いただきますし、私も「あのときは、ありがとうございました」と、ごあいさつさせていただいております。 

手前みそですが、本当に札幌大会は、地方の行政、経済、市民、障害当事者などが一体となったすばらしい

大会だったと自負しております。 

今回の主要なテーマは、２００６年１２月の第６１回国連総会において採択され、昨年９月、高村外務大臣が国

連本部で署名された、「障害者の権利条約」です。 

この条約が制定されるにあたっては、多くの国の政府代表団に障害当事者が参画しましたが、わが国では、

日本障害フォーラムが、政府代表団に参画しました。 

国連の権利条約を検討するために特別委員会が設置され、この委員会では「私たち障害者に関することを、

私たち障害者抜きに決めてはならない」というスローガンのもとで、多くの国際的な障害者団体が参画した中で、

この条約が成立しました。 

今、日本政府は、その批准に向けた準備を進めており、障害者の尊厳と、暮らしと、人権を守るための取り

組みを進める舞台は、国連から私たちの住むこの国へ移ったと言えます。 

今回のフォーラムが、１９８１年の「国際障害者年」に提唱された「障害者の完全参加と平等」の実現に向け

た新たな一歩になることを信じて、地元主催者を代表しての挨拶といたします。 



■  基調報告■  『障害者権利条約の批准に向けて～JDF の取り組みから～』

 安 藤 豊 喜（JDF  副代表・財団法人全日本ろうあ連盟理事長） 

■プロフィール■ 

1947〔昭和 21 〕年、9 歳の時に聴覚障害となり、普通小学校から延岡ろう学

校に転校して同じ聴覚障害児との出会いのなかで手話を習得した。その

後、宮崎市役所福祉課を経て、現在、宮崎県立聴覚障害者センター所長。

聴覚障害者団体の役職としては、財団法人 全日本聾唖連盟理事長、社会

福祉法人 全国手話研修センター理事長、JDF 副代表、九州聴覚障害者

団体連合会名誉理事長、社会福祉法人 宮崎県聴覚障害者協会理事長を

務めている。

●はじめに 

皆さんこんにちは。私はただいま紹介いただきました全日本ろうあ連盟の理事長で、JDF の副代表でもある

安藤と申します。どうぞよろしくお願いします。 

本日は、障害者権利条約に関しての基調報告を行いますが、報告の柱となるのは、ひとつは国連における

権利条約の採択の経過です。二つめが採択あたっての背景です。この２つの経過を皆さんと共通の認識にし

たいと思っています。 

３つめが、その採択や日本政府の署名を終えて、今後は批准の問題が出てきますが、そのために私たちが

どのように運動をしていくかが課題になります。これについては、皆さんと一緒に考えていかなければいけない

非常に大切なことだと思っています。 

国際的な取り組みで思い出すのは、１９８１年の国際障害者年とその後の 10 年の動きです。１９８１年の国

際障害者年では大きな盛り上がりがありました。全国キャンペーンがあり、国や地方自治体も積極的に取り組

み、国民的な動きの中で大きな発展があったのですが、今回の権利条約については、そのような大きな盛り上

がりは見られません。非常に残念なことです。 

それを全国的な盛り上がりにしていくことが課題になっています。私は、障害者権利条約は、ひとり障害者だ

けではなく、国民全体の権利保障や生活を豊かにする方向での運動によって実効性があると思っています。 

これらの課題を皆さんと一緒に考えていきたいので、よろしくお願いいたします。 

●権利条約採択の経過

まず、最初にお話しますのは、障害者の権利条約の採択の経過です。皆さんのお手元に配布されている資

料にもありますが、第６１ 回の国連総会で採択された権利条約は、２００１年１２月の国連総会でメキシコから提

案され、第５６回の国連総会で、「障害者の権利および尊厳を守るための総括的、総合的な国際条約に関する

提案について検討するためのすべての国連加盟国および国連オブザーバーに開かれたアドホック（特別なとい

う意味）委員会の設置を決定する」との決議が２００１年１２月に採択されました。 

それ以前にもいろいろな動きがありましたが、国連の中で正式に権利条約が審議する委員会がスタートした

のが２００１年１２月ということになります。 

この国連の特別委員会の始まりですが、第１ 回目の特別委員会は２００２ 年７ 月２９ 日から８ 月９ 日、

ニューヨークの国連本部で開かれ、重要な事柄が決定されました。主な内容は、障害を有する当事者の審議

参加です。特別委員会では、国連加盟国が、特別委員会に参加する代表の中に、障害者または各分野の専



門家を含めることを奨励する。と方向付けました。国連の審議の中に障害者の当事者を入れるということは非

常に画期的なことだと思います。また、先ほど主催者の挨拶にもありましたが、「私たちのことは、私たち抜きで

決めてはならない」という障害者の主張を具体化したものです。 

国内的、国際的に見ても、障害者の政策というものは、障害者を抜きで、行政や家族の思惑で決められた歴

史があります。今回は、権利条約の審議の前提として障害者を抜きにして決めてはならないという方向性が出

されました。これはとても重要なとだと思います。また、第２回の特別委員会においては、政府代表団の一員と

して、NGOの参加を認めた国も日本のほか、１０数カ国に上ったということです。 

このアドホック委員会での審議が、障害者の発言を尊重する方向で進められたことを私たちは評価すべきで

す。アドホック委員会の特徴としては、第１回から８回まで開かれました。その中で作業部会が設けられていま

す。定数４０人で日本も参加しており、日本を含めた過半数以上の国が障害者自身の NGO の代表を政府代表

として参加させていますし、アジアから７人の障害者が参加しました。 

インド、韓国、タイ、中国、日本、フィリピン、レバノンなどです。このような経過については、「多数が障害者自

身である NGO 代表が全体の３割という高い比率での発言権獲得は画期的なことだ」と、障害者の権利条約を

JDF の立場で翻訳した長瀬修氏も述べています。 

権利条約は、このようにアドホック委員会、作業部会での審議を経て、最終的には、２００６年１２月１３日の

６１回国連総会本会議で採択となりました。 

内容については、条文の構成の中で前文第１条から５０条までです。そして、その本条約は２００７年３月３０

日以降署名が可能となりました。日本は、２００７年９月２８日（日本時間２９日）に高村外務大臣が署名しました。

これが国連における権利条約の審議のスタートと審議の経過です。 

現在、世界各国１２６カ国が署名を済ませています。２００８年３月現在、批准した国は１７カ国になっておりま

す。その国々は資料に書いてあるとおりです。この権利条約の発効には２ ０カ国の締結が必要になっています。

続いて、日本における JDF などが、国連・権利条約に採択に向けてどう動いたかの報告です。 

まず、JDF は、アドホック委員会に１回から８回まで、述べ１９４人を派遣しました。我が国の障害者団体を代

表とする方々が、２００２年７ 月２９日の１ 回目の１８人から最後の８回まで、延べ１ ９４人が参加したということで

す。これは JDF の権利条約に対する期待の表われであり、障害者主導による取り組みで、障害者の立場に

立った条約を完成させようとの願いが凝縮された行動でした。 

これにつきましては、先ほど小川代表からお話がありましたように、キリン福祉財団、損保ジャパン記念財団、

ヤマト福祉財団のご協力をいただいておりまして、この場をお借りしまして改めてお礼申し上げます。 

次の取組みが、日本政府と JDF の意見交換会の実施です。２００３年１２月から２００８年２月まで１２回の意

見交換を行いました。この権利条約に関しては、はじめの段階では、日本政府は積極的な動きは見せていな

かったように思います。JDFを中心とした障害者団体との１２回の意見交換会を経まして、政府とJDF の相互理

解が推進され、一緒になって積極的、建設的な取り組みを行っていくことが確認できたと思っています。 

更に国内セミナーの取り組みがあります。２００４年４月から２００７年２月まで１１回のセミナーを開催しました。

この中で、世界的な動きとか、採択への最新の動き、国内履行体制のあり方などの研究や討論が行われまし

た。それと、この権利条約の批准につきましては、行政もですが、それ以上に、国会議員がどう動いてくれるの

かが大きな課題になります。これに関係して、権利条約推進議員連盟の設立とその後の動きがありました。 

２００５年２月２２日設立されましたが、会長に自民党の中山太郎氏が就任され、超党派による国会議員の支

援があったことを報告しておきます。権利条約推進議員連盟と JDF との意見交換会は延べ８回行われました。 

この意見交換会には、政府関係者、専門家、障害者の出席があり、多様な意見やニーズが交換されました。

政府関係では、外務省、文部省、科学省、厚生労働省の担当者の出席があり、意見交換の中で、障害者の

ニーズに沿った対応のあり方や共通の認識が図られたと思っています。 



二つ目の権利条約が採択された背景ですが、まず、東京大学大学院経済学を担当されている川島聡氏の

見解を紹介します。１番めは、障害者は治療や保護の客体ではなく、尊厳をもって自立的に人生を築いていく

人権主体であり、障害者の平等な社会参加を妨げるバリアを除去すべきであるという認識が国際社会に着実

に浸透してきたこと。２番めが、障害者団体相互の連携がこれまで以上に進み、障害者自身が国際政治の舞

台において一層大きな影響力を持つようになったこと。３番めは、各国政府も障害者権利条約に対し、採択へ

の土壌が作られたということ。４番めは、国際障害者年の理念の集大成であるということ。このような背景が

あって、障害者の権利条約が提案され、採択されたということです。 

●国際障害者年から障害者自立支援法、そして障害者権利条約へ 

ここで、国際障害者年の集大成ということについて、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。 

１９８１年の国際障害者年については、先ほどもお話しましたとおり、非常に大きな盛り上がりがありました。

「完全参加と平等」がスローガンで、このスローガンの広告塔が全国の市町村の隅々ま立てられました。 

全国横断キャラバンも実施され、テレビ、新聞などのマスコミの取上げ方も大きなものがありました。 

国際障害者年とそれに続く国連･障害者の十年では、 1) 障害者問題の国民的な啓発活動が実施されたこ

と。2)障害者問題が、障害を持った当事者、または、家族の問題から社会的、行政的な問題へと大きな転換が

図られたこと。日本の障害者問題を歴史的に見ても、障害を持つのは恥というような考え方がありました。障害

は、当事者や家族の問題であって、公的な支援がなかった時代が長く続きました。 

それが国際障害者年を機に、社会的、行政的な問題として認識され、基礎年金などの障害の所得保障や自

立が促進されたのです。聴覚障害者の手話関係でも国際障害者年が契機となって、手話の国民的な普及や手

話通訳の制度が前進しました。また、国民に中に、手話は言語であり、権利とであるという認識が浸透しました。

ただ、課題も残されています。国際障害者年の社会への完全参加と平等というスローガンは、社会に参加し、

自立できる障害者には大きな前進がありましたが、２４ 時間の介護や支援を必要とする重度の障害者の問題

が置き去りにされたということです。国際障害者年は、日本の障害者福祉制度そのものの大きく転換させました

が、基本的人権という面では、課題を残しています。 

現在、障害者自立支援法の中で、２４時間介護を必要とする重度の障害者の問題が大きな課題になってい

ます。障害者権利条約の取り組みの中で、国際障害者年で残された課題を解決していくことが重要です。 

それと、１９８１年の国際障害者年の時の社会的な背景と、今、権利条約の目前にしている背景は大きな違

いがあります。今、人口構造の変化による高齢社会や財政的な問題があり、高齢者や障害者に負担を求めて

いる方向が強くなってきています。 

それに、経済、福祉、医療、教育などの改革の中で、障害者だけではなく、国民全体の生活不安が高まって

きています。ワーキングプアというのは、昔は無かった言葉です。年間２００万円以下の給料しかもらえない若

い人たちが１千万人以上になっているという悲惨な現状があります。 

私は、国民全体の暮らしが不安になるという背景の中で、障害者問題が埋没してしまうのではないかと危機

感を持っています。この背景を考えると、国際障害者年では障害者に的を絞った取り組みが可能でしたが、今

回の権利条約の中では、障害者だけではなく、広く国民的な課題としていく必要があると思っています。 

私たちは、障害者福祉施策は、国民全体の社会保障を底上げし、支える基盤であるという考え方で運動をし

ています。今回の障害者権利条約の取り組みでは、広く国民的な課題として捉え、大きな運動に盛り上げてい

く必要があるのです。 

最後の今後の課題ですが、署名が終わって、国会での批准がいつ実現するかですが、これは非常に不透明

で、複数年を要するとの見方もあります。子供の権利条約を例にとってもかなりの歳月を必要としました。 

厚生労働省は、できるだけ早く見直しを行いたいといっていますが、具体的な取り組みが見えていません。 

日本政府は、国連の採択に賛成し署名もしましたが、なんと申しますか、もたもた感じがします。 



したがって今のところ、批准がいつになるかわかりませんが、私たちとしては、批准を急ぐのではなく、国内

法の見直しが優先されるべきであり、権利条約の理念とか条項に沿った法律の見直しができない部分につい

ては、新しい法律を作っていくなどの批准以前の作業が必要なことを認識すべきです。 

●私たちのなすべきこと 

まず、当面の取り組みとして考えられることは、一つは、権利条約の理念、存在を社会全体に浸透させること

です。日本の障害者を含めた国民全体の権利というものを大きく発展させていく条約であることを訴えていく取

り組みが重要です。２つめが、先ほどもいいましたが、国内の関係法の見直しや新しい法律の整備が必要です。

特に、自立支援法をはじめとする障害者に関する法律は、権利条約の理念や条項に照らし合わせて見直して

いくことです。今後の取り組みの基本的な課題ですが、これについては、日本障害者フォーラム幹事会議長の

藤井克徳さんが次のように方向付けていますので、お知らせします。 

ひとつは、これからの条約に関する取り組みにおいては、当事者の参加が重要であり、その参加の度合い

は条約の実効性を大きく左右するに違いないということです。日本のすべての障害者団体の力量が問われると

いうことです。２番めが、条約締結に向けて、条約に照らして国内法や行政慣行をしっかり吟味し、条約規定に

抵触する部分があれば、それを早急に変更しなければならないこと。３番めが、条約を正確に解釈することで

す。今、皆さんのお手元にあります資料の翻訳ですが、長瀬修氏の翻訳と日本政府が仮訳した比較表があり

ます。見方としては、長瀬氏の翻訳については、権利条約の理念、条文をより正確に障害者の側に立って訳し

ていこうとする姿勢が見えていると思います。 

日本政府の訳については、国内法の見直し、財源等との絡みなど、政府のいろいろな考え方があって、権利

条約の理念にきちんと対応するような翻訳になりきれていないとの見方もあります。 

権利条約の理念や方針を正しく理解することは大切なことですので、翻訳への関心を高める必要があります。

４番めが、私のことは私たち抜きに決めてはならないということです。障害者自身が積極的に参画することです。

これは権利条約の取り組みだけではなく、障害者に関する様々なことに、障害者が関わることが基本であると

の方針でもあります。どのような事であっても、障害者に関することは、障害を持つ当事者抜きで決めてはなら

ないということ。これは, 障害者運動の基本的、永遠的な方針とすべき課題でもあるでしょう。 

５番めが、権利条約推進議員連盟の国会議員の皆さんと連携を一層密にすることです。基準と国内法の見

直しなど、内容がどうなるかは、国会での対処方法で決まっていくわけです。国会議員はもとより、地方議会の

議員の皆さんとも結びつきを持っていくことです。中央においては権利条約の理念にも基づいた日本における

障害者差別禁止法制定の動きを強めていくこと。地方においては、都道府県、市町村段階の障害者差別禁止

条例制定の取り組みを行うことが重要です。 

私たちは、都道府県、市町村に、自立支援法関連などの要望を出していますが、障害者差別禁止条例を

作ってください、という要望を入れるなどの具体的な行動を起こすことです。これらの課題を対応していくにあ

たっては、条約の基本的な指針となっている「合理的配慮」を中心に据えることです。 

「合理的配慮」とは、権利条約が出した新しい理念であると思います。それをどう私たちが貫いていくのかが

課題となると思います。 

今回の北海道における地域フォーラムは、前回の名古屋に続いて 2 回目のフォーラムになります。今回の

フォーラムが契機となって、北海道で大きな運動が展開されることを期待しています。 

今後も一緒になって取り組んでいけると思いますので、うれしく思っております。JDFには全国レベルの１２団

体が加盟しております。皆さんもその一人であるわけです。これから非常に大切な運動が必要になってきます

ので、どうぞよろしくお願いいたしまして、基調報告を終ります。



■  基調講演■  『障害者の人権確立に向けて～障害者の権利条約（各論） と主な国内課題～ 』 

東  俊 裕（JDF  権利条約小委員長・DPI 日本会議条約担当役員） 

■プロフィール■ 

熊本市で弁護士事務所を開設しており、2007 年 4 月からは、熊本学園大学

教授も務めている。2003 年から 2006 年まで国連障害者人権条約特別委員

会日本政府代表団顧問を務めた。現在は、DPI 日本会議条約担当役員、日

本障害フォーラム（JDF ）障害者権利条約小委員会委員長、日本弁護士連

合会障害をもつ人の差別禁止法調査研究委員会委員、全国自立生活セン

ター協議会(JIL)人権委員会委員長代表等を務めている。 

●はじめに

権利条約では総論的なことをずいぶん話してきましたので、今日は少し各論としてどういうことが書いてある

かということを皆さんにわかってもらえればと思います。 

この条約の中身については資料をご覧ください。条約の政府仮訳と川島さん、長瀬さんの仮訳を対比してい

ます。 

最初に前文があります。この前文には非常に重要な考え方などが出てきます。例えば、（e）には障害がどう

いうものかということが書かれています。この前文は、そのほかにも重要なことがありますが、法的には拘束力

を持ちません。しかし、１条以下について、どのような視点で解釈すべきかということが書かれていますので、そ

ういう意味で前文も非常に重要です。 

次に１条目的、２条定義とあります。この２条に手話は言語であるとか、差別は何であるかということがありま

す。３条が一般原則で、４条が一般的義務。この４条というのは国が何をしなければいけないかという義務につ

いて、一般的なものを書いています。これらも重要です。 

それから５条が、平等及び非差別という、差別禁止の部分です。差別禁止は２条と５条が基本になります。条

文としては９条までが総則といわれるものになります。総則というのはすべての分野に適応されるもので、すべ

ての権利の前提になるわけです。 

次に６条、７条は、障害のある女性、障害のある子どもということで、障害の中の一定のグループの規定を設

けています。８条は意識向上で、９条がアクセシビリティということで、ここまでが総則です。 

１０条から各論的な権利の規定があります。それぞれ非常に重要な意味を持っておりますので、一通り目を

通してください。そういう権利の具体的な規定が３０条まであります。 

各論としては３０条までが人権の規定ということになります。 

３１条以下は、この条約をどうやって実施していくかという国内の問題と国際的な仕組みついて触れている部

分です。ですから、権利の実態という部分では３０条までで、どう実行していくかということが３１条以下です。 

ここまでが条約の大枠の話です。それで、この条約について、政府訳と川島・長瀬訳を対比させています。そ

の問題点の指摘については、一番右の欄にコメントがあります。これを見ると政治の姿勢というものがよくわか

ります。この条約をいかにしたら弱められるかということが感じられます。 

●障害者権利条約について

それと先ほど安藤さんのお話にもありましたが、条約は、２００６  年１２  月に採択され、署名式が翌年の３  月



３１日でした。それから各国は署名、もしくは批准という合意をしてきました。 

この条約は２０カ国の批准によって効力を発します。現在ではまだ２０カ国に至っていませんから、効力がな

い状態です。しかし、５月の中ぐらいには２０カ国に達するだろうと情報が入っています。そこで、この条約の策

定に参加した世界と障害ＮＰＯが集まって国連でフォーラムを開くことになっています。 

日本は署名しましたが、批准はしていません。これまでも条約が成立すると、国内では早く批准という声が出

ますが、形式的に批准をしても中身が伴わないと何も役に立たないわけです。 

私たちは、条約そのものが欲しいのではなく、条約を武器にして国内の法律を変えていくことが目的です。だ

から、おざなりの批准であれば、批准する資格はないと声を上げなければいけないかもしれません。ですから、

条約ができて、万歳ではなく、国内の戦いはこれからです。実質的に国内の法律を変えていくことが一番大切

です。 

障害者の権利条約が批准されると法律的にどうなるか。条約と法律は難しい問題がありますが、簡単に言

いますと、日本国内で言うと、まず憲法があります。そして、通常は、その下に法律があります。条約が批准さ

れると、この憲法より下だけれども、法律よりは上ということになります。 

現状では、障害者の人権に関して言うと、実質上、障害者の人権はありません。いろんな法律がありますけ

れども、基本的には政策に関する法律で、しかも考え方としては、かわいそうな障害者をどう救済していくかと

いうものです。こうした法律が体系をなしているのが日本の法律の特徴です。保護する法律はありますが、権

利を守る法律ではありません。 

ですから、この権利条約が批准されるということは、私たちの人権が生まれるということです。私たちにとって

は、憲法に等しいようなものが国内に誕生するということです。そういう大きな力を持つ条約から国内を見るとど

うなるのか、各論的なお話をしたいと思います。 

まず５条の差別についてですが、日本で差別は良いのか、悪いのかという質問は出ない。差別イコール悪い

ことだとなっています。でも、日本は内心の自由は保障されています。ですから、心の中で障害者が嫌いだ、障

害者が差別されても何とも思わない人がいても、それは内心の自由です。もちろん、差別行為が外に現れれば

別です。でも質問すると、みんな差別はよくないと言う。それでは差別はなんですかと聞くと、みんな黙って誰も

答えられない。答えられないということは、わかっていないということです。そして、それは誰も教えてくれない。

教育の中でも教えてもらっていない。 

だから、自分が受けた差別もわからない。そうした状況に戦後ずっと置かれてきたから差別がなくならない。

今度の権利条約で一番重要なのは、差別が何であるということをきちんと書いたということです。 

日本国憲法では差別はいけないと書いていますが、差別が何かとは書いていない。しかも、例文で障害者

の差別が、これまで禁止されていない。この条約で初めて差別はいけないということと、差別は何であるかとい

う両方が規定された。 

その中身で言うと、直接差別、間接差別、合理的配慮というのがあります。 

この合理的配慮というのが非常に大切なことです。他が削られても、ここは削ってはいけない部分です。ここ

はもめて、もめてやっと入った部分です。これまで、社会は障害者がいないがごとく発展してきた。いろいろなシ

ステムの中に障害者が組み込まれてなかった。普通のシステムの中にないから、助けてくれというしかなかっ

た。もちろん、助けてくれというと、多くの人は助けてくれます。でも、本当に助けて欲しいときは無視したり、差

別したりする。しかし、合理的配慮では、善意だけではなく一定の部分は当然のこととして規定され、それをしな

いことが差別だとしている。 

例えば、私は熊本から札幌に来るまで何人にもお願いしますと頭を下げて、手伝ってもらう。今度からはお願

いというレベルではなく、当然の権利として社会の最低限のルールとしなければいけないことになる。それが合

理的配慮です。だから、身近な自分たちの生活の中で、何が合理的配慮なのか、自分たちでそれぞれ考えて











■パネルディスカッション■ 

『条約』批准でどう変わる。どう変える。私たちの暮らし』

・コーディネーター 	 藤 井 克 徳 氏（JDF  幹事会議長・日本障害者協議会常務理事） 

・パネリスト 	  鈴 木 孝 幸 氏（  社会福祉法人日本盲人会連合情報部長） 

山 本 真 理 氏（  全国「精神病」者集団）

 西 村 正 樹 氏（JDF  地域フォーラム in  北海道実行委員会事務局長） 

田 中 耕一郎 氏（  北星学園大学社会福祉学部教授） 

・コメンテーター 	  東  俊  裕 氏（JDF  権利条約小委員長・DPI 日本会議条約担当役員） 

・指定発言者 	      ・社団法人北海道ろうあ連盟副連盟長 佐 藤 英 治 氏

      ・北海道重症心身障害児（者）を守る会副会長 太 田 由美子 氏

      ・社団法人北海道手をつなぐ育成会会員 	 栄 利 美恵子 氏

・NPO 法人全国精神障がい者地域生活支援センター理事長 能 登 正 勝 氏 

・きょうされん北海道支部事務局長 	 片 山 和 恵 氏

・札幌みんなの会事務局長 	  土 本 秋 夫 氏

■コーディネーター：藤井克徳（ＪＤＦ幹事会議長・日本障害者協議会常務理事） 

■プロフィール■ 

1970 年より都立小平養護学校（肢体不自由）に勤務。その傍ら、共同作業所全国連絡会の事務局

長に就任。同養護学校教諭退職後、あさやけ第二作業所（精神障害者共同作業所）所長に就任。同

作業所退職後、きょうされん常務理事に就任。 

その後、第二リサイクル洗びんセンター（精神障害者通所授産施設）施設長、埼玉大学教育学部非

常勤講師を歴任。 その他現職として日本精神衛生会理事、日本精神保健福祉政策学会常任理事

など、役職多数。 

先ほどから安藤ろうあ連盟理事長の方から基調報告があって、東さんから基調講演がありましたので、大分、

この権利条約についてはご理解いただけたと思います。 

この条約の考え方は、社会の仕組みとか、社会を考えていく場合に障害を持った人をど真ん中にすえなさい

ということです。それから悲しいことや我慢することや嫌な思いを減らすことにあります。つまり人権や差別防止













そのｂ項というのが、パーソナルアシスタンスを含めた福祉サービスについての規定ですが、特定の生活様

式が義務付けられている状態とは、病院とか施設に強制的に入所させられている状態だけを指すのではなくて、

地域生活の中でも特定の生活様式を義務付けられる状態はありうるわけです。例えば､ヘルパーの時間が制

限されたり、ガイドヘルプが十分に使えない状況がある。そういう状況の中でヘルパーが来る時間に合わせて

食事をしなければいけない、排便や排尿をしなければいけない、という状況は、特定の生活様式が義務付けら

れていると考えなければいけないと思います｡ですから、ｂ項は大変重要な条件です。 

もうひとつのｃ項というのは、福祉以外の一般のサービスをきちんと使えないといけない。先ほど東さんもお

っしゃっていたように、障害者は福祉の枠の中だけで生活しているわけではないし、生活すべきではない。勿論､ 

障害者には特別な配慮は必要だけれども、それを理由として､特別なサービスを押し付けるのではなく、一般の

社会サービスの中で、その特別な配慮が提供されなければいけない、という考え方です｡ 

こういう第１９条 a 項、ｂ項、ｃ項のつながりというのをきちんと理解し、共有していくということが大事だと思っ

ています。 

■藤井 

大事なことをお話をされていましたが、先ほど鈴木さんが安全と情報保障と雇用という点で今後の運動の手

本になってくる。権利条約との関連で、今後の運動の進め方で何かアイディアはありますか。 

■鈴木 

それが難しいところです。先ほどの情報保障の部分ですが、皆さんご存知かどうかわかりませんが、視覚障

害の人たちに対して選挙公報は出ていないんです。それは点字で選挙公報を出すと、違反になってしまうとい

うことです。それは候補者の原文が出ないということからです。そのために選挙公報が視覚障害者のところに

いっていません。音声で訳すと、本人が言った言葉でないから、原文どおりでないとなっています。まず、そうい

ったことを保障するために、公職選挙法の改正をすることです。 

さらに移動の部分ですが、権利条約の中に社会的な啓蒙というか、皆さんの教育というか、そういった意識

の改革というのがあるのですが、電車料金を１０円上げると、１年間上げただけで、全部の駅にホームドアが付

くんです。ところが１０円値上げされて電車に乗るのだったら、ホームドアを付けなくてもいいと一般の人が言い

ました。命のほうが大切だと思いますけれども。落ちたり、接触したりで中央線はよく止まります。ですから、移

動の部分で経済的支援を国がやるのが当たり前じゃないかと考えております。 

それから雇用就労の部分ですが、途中で視覚障害になると職場に残れない。それは、合理的配慮がなされ

なかったり、本人も情報がなかったりで、どうしたらいいのかわからない。本人の職業的リハビリテーションも必

要だということで、それを法的に義務付けていこうと取り組みをしているところです。 

■藤井 

西村さんは、第２７条を強調されてましたが、その関係で授産施設や作業所について、今後どうなっていけば

いいのか。政策上の位置づけなど、いかがお考えでしょうか。 

■西村 

授産施設とか作業所という分野に関していいますと、いわゆる一般就労とか、一般雇用という分野ではなく、

福祉的就労というふうに位置づけられると思いますけれども、権利条約の条文を見ますと、そういう福祉的就

労と言われる分野も含め、あらゆる形での雇用、就労に関して、障害者と非障害者の間での差別や格差を作っ

てはいけないと私は理解しています。 



そういう意味で今の福祉的就労といわれている場面がどうなのかと考えたときに、自立支援法が施行されて

から従来の福祉的就労と、今の福祉的就労とちょっと変わってきているのかなと思っています。 

例えば、自立支援法では、障害者の就労に関する施策として就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続

支援Ｂ型がありますが、この就労継続支援Ａ型は、福祉的就労といいながらも、労働者としての権利が守られ

ている。つまり、一般労働者と同様に関係する労働法規が適用され労働条件等における権利保障や社会保険

等の納付義務等が生じており、正に一般の労働者と同じです。また、それは、福祉工場も同じであると言えるで

しょう。 

ところが、ここで一般就労といわれる現場で働く障害者も含めた労働者には求められていない新たな費用負

担が導入されている。これは、応益であれ応能であれ、その形態に関わりなく負担を求めていくことについては、

疑問といわざるを得ません。 

また、就労継続支援Ｂ型へ通っている障害者につきましては、国の正式な見解は承知していませんが、各種

労働法規の適用外とされている現状等からも労働者としてみていないのではないかと思います。そうすると、そ

の場にいる人たちの状況に関しまして、権利条約から、どのように考えていかなければいけないのかということ

がひとつのテーマになってくると思います。 

当然、障害を持っているため、様々な場面での困難な状況がある。であれば、どういう形で制度なフォローを

していくのかということも検討し、その中で一般雇用との整合性の確保や格差を解消していくということを権利

条約の批准に伴う検証に合わせて進めなければならない課題であると思っています。 

■藤井 

今日は教育の分野の方はいらっしゃいませんが、おそらく同じように教育も就労も政策課題と同時に現場の

実践課題でもあると。思いテーマが突きつけられていると感じます。 

これまで権利条約の意味、意義を各自の立場からお話をいただきましたが、今日の午後のお話の中で批准

に向けてと何回も出てきました。東さんも強調していたのは、批准は最終目的ではないと。やはり、国内の様々

な法律をきちんと整備していく手段であるという論調でしたが、この４人の方々はどう考えていらっしゃるのか。

つまり、次のテーマは批准に向けて、いま一体なにをすべきか。今度は田中さんからお願いします。。

■田中 

私は福祉サービスの中においても、合理的配慮というものをきちんと意味づけないといけないと思っていま

す。 

合理的配慮という考えは、もともと「障害者に配慮を欠いた社会がある」という認識に立っています。そして、

そもそも障害者に配慮を欠いた社会を作ったのは社会の側ですから、そのことについて、社会がきちんと責任

をとらなければならない。これは障害者運動の主張してきた社会モデルの考えと重なるだろうと思うんです。障

害者の生きづらさというのは社会が作り出してきた。それゆえに、その生きづらさに対して社会がきちんと手当

てをしていかなきゃいけない、という考え方です。 

先ほどの第１９条の関連でいうと、合理的配慮として社会資源を整備するということと、障害者の求めに応じ

て適切なサービスが提供される仕組みを作らないといけないと思っています。 

現在は合理的配慮どころか、その時々の財源とか、政策･政治状況、あるいは行政の裁量によって障害者の

地域生活が非常に薄い氷の上で成り立っているようなものです。ですから、財政問題とか、政治的な駆け引き

に引きずられないために、地域生活における合理的配慮とは何かについて社会的な合意を得ていくという作業

が必要だと思います。 

また、権利条約では、合理的配慮の定義の中で、「過重な負担を課さない」という条件が付いています。この



「過重な負担」とは何かということについても社会的な合意が必要です｡合理的配慮に関する原則と例外的なこ

とを明確に区別していくということを国のレベルでも、市町村のレベルでも検討し、確認していく作業が必要だろ

うと思っています。 

これらの作業は､言い古された言葉をあえて使えば、「権利としての社会福祉」を具体化していくという作業だ

というふうに思います。 

■藤井 

これはよく大学生に合理的配慮という言葉がわかりにくいと聞きます。要するにイメージが付きにくい。もっと

わかりやすい日本語はありませんかといわれますが、いかがでしょうか。 

■田中 

私も「合理的配慮」という言葉がその本来の意味するところを適切に表現できているのか、ということに疑問

を持っています｡この国では､「配慮」というと、「心の問題」といいますか、恩恵的なニュアンスといいますか、

「思いやり」とか「やさしさ」というムードと結びつきやすい言葉のように思います。 

韓国の差別禁止法では「合理的配慮」という言葉ではなくて、「正当な便宜の供与」という言葉を使ったんで

すね。だから、「合理的配慮」という言葉が適切かどうか。英語でいうと、accommodation（ アーコモーション）とい

う言葉で、もちろん配慮とも訳せますが、「調節」とか「調整」という意味もあります。「配慮」という言葉を使って

いくならば､それが法的に一定の義務を課す言葉なんだということがきちんと確認されなければならないと思い

ます。決して「心の問題」を意味するのではない。 

■藤井 

山本さん、改めて、先ほどの強い主張に加えて、じゃあ批准に向かって何をすべきかということをお願いしま

す。 

■山本 

今日はピープルファーストの方もビラをまいておられましたが、私たちだけではありませんが、精神障害者に

対して、医療観察法というとんでもない、２６ページから簡単なビラを書いております。このとんでもない法律。

精神障害者だけ特別に普通の人と違った手続きで閉じ込めようと。なぜなら危ないから。この精神障害者が危

ないから犯罪防止のために閉じ込めよう、あるいは地域でも強制的に通院させようという流れは精神障害者だ

けではなく、知的障害者にも拡大されていますし、発達障害者の何々型の発達障害者、は犯罪を犯しやすいん

だと。それは脳の中のここに現れているなどということを、この国では司法精神医学のトップといわれているドク

ターが論文を書いていらしたりして、いま社会の中で、いろんな不安があって、生活の不安や失業の不安があ

るけれども、その不満をどこかにぶつけようとして、やたらとあおっているのが、犯罪が増えている。治安が悪

化しているということなんですね。これは統計的にまったく嘘です。去年の殺人件数は戦後最低でした。ところ

が、こういうときに生贄に出されるのが、私たち精神障害者や知的障害者、発達障害者。我々を切り口にして、

予防拘禁の医療観察法をつくり、これをさらに拡大しようとしています。 

ですから、私たちはまず、この条約の批准に向けては差別的な法律は修正、廃棄されなければいけないとい

う、４条の義務があります。締約国はそういう義務がありますから、この条約に反した、差別的な法律を廃止す

る。 

まず一番最初には、私どもは、医療観察法見直しがある２０１０年までに、この法律を廃止する運動を徹底し

ていきたいと思います。 































択したもので、条文は確定しています。その上で署名と批准があります。署名は、これから日本では批准に向

かって頑張っていきますという前向きな意思表示が署名。ただ、法的拘束力は持たない。ちゃんと契約を結び

ますよ言うことです。批准は、きちんと加盟し、そこで発生する国家の部分については引き受けますよという、法

的拘束力を受けるというのが意思表示が批准です。その批准した国が２０カ国集まれば効力として生ずる。そ

れが５月くらいです。 

それと人権とサービスという問題です。先ほどから地域間の格差がものすごくあると出ていました。しかし、そ

の格差がなぜ生じるのか。単に財政の問題なのか。 

一応、日本の福祉サービスは法律に基づいています。地方自治体が単独でやっているサービスもあります

けれども、基本的なサービスは法律に基づいている。この法律の基づくサービスが、なぜ地域で格差が生じる

のか。財政的な場合で生じることもあるし、その地方自治体の長の考え方によっても、担当部局の考え方に

よっても生じてきます、こういうことが何故許されるのか。 

人権という法律は、簡単に言うとパンではないんです。サービス法はパンです。 

だから、人権が確立されたからといって、即座にパンが生じるわけではない。目に見えないものだから、常に

議論がある。 

しかし、パンだけ追い求めると、本当にパンが得られない。サービス法を作れということを戦後ずっとやってき

た。その結果が今にあるわけです。そして、格差が許される。金次第になっている。こういうサービスは一定の

裁量という問題、国なり、地方自治体の裁量という問題、その裁量の中に考え方とか、予算とかがあるわけで

す。しかし、この裁量が、ある意味これまでは無制限の裁量だった。この裁量に加えるのが人権なんです。 

例えば、バリアフリー新法というのがあります。あれは５０００人以上の条項客があればエレベーターを付け

なさいとなってます。それで、東京にしても、札幌にしても、福岡にしても、名古屋にしても非常に便利になりまし

た。でも、わが熊本は対象になる駅は、２つか３ つ。しかも実現されてないところもある。私の住んでいる家の近

くは何もない。田舎に住んでいる人の移動権と東京に住んでいる人の移動権がそんなに格差があっていいん

ですか。人権という意味では、そんな格差は許されない。これまで許してきたのは、人権という発想がまったくな

いからです。人権なき、単なる保護法でしかなかった。しかし、人権がきちんと確立されると、それに抱き合うパ

ンではない。パンのあり方というものをきちんとそこで誓約させる。最低の保障をさせる役割があります。 

移動権のないところで、利便背を高めてくれと言っても、逆に格差が出る。そういうことを恐れて、権利条約の

９条に都市と農村の両方においてアクセシビリティを確保するとあります。都市と農村の格差は許されないとあ

ります。それは書いてなくても言えることです。人権は一人ひとり等しいわけです。だから、札幌市に住む人と、

富良野市に住む人の障害の不自由さは同じなわけです。 

だからそういう格差は田舎に住んでいるからしょうがないというあきらめはあるかもしれない。しかし、それは

人権という視点から見ると許されない。人権に基づく発想で、等しく同じなんだと言うことを基本にサービスを見

直す。 

先ほども出ていましたが、地域間格差の生の事例から明らかにしていく。それが私たちに求められていると

思います。これまでの運動で人権とサービスということが不明瞭になっているから、気がつかない。 

それから、ＪＤＦが中央で頑張っている。しかし、中央だけでは限界がある。ですから、今回のような地方

フォーラムをいくつかやっていますが、全国的なことで見ると、ほとんどやっていない。例えば、キャラバン隊の

ようなものを結成して、地域を活性化していく。 

そいったことからも西村さんや北海道もどうなるか。楽しみです。 

権利条約は、２００２年のＤＰＩ世界会議札幌大会が今の動きにつながっている。だから、誘致した以上は次

につなげてほしい。一番は地元での地道な活動であると思っています。 




